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          フィリピントヨタにおける労働争議の件 
 
拝啓 

 
ＴＭＰＣＷＡの全組合員を代表して、以下に署名の本書簡をもって私は下記の通りのわれ

われの強い要求を再度申し上げたい。 
 

１．違法解雇されたＴＭＰＣＷＡの組合員および執行委員の復職 
２. わが組合ＴＭＰＣＷＡの組合員および執行委員に対するでっちあげ 
  刑事告訴の撤回 
３. フィリピン法により承認されているＴＭＰＣＷＡの認知 
４. 最高裁決定【２００３年９月２４日および２００４年１月２８日判決登録】に基づく 
団体交渉の開始 

 
わが組合の以上の要求は、当該問題が真の労働組合を結成しようとするわれわれの権利に

対して貴社経営陣がなした極度の介入および妨害の故に発生したものであるという事実が

あるにもかかわらず、長期にわたり貴社から無視され続けてきたものです。 
 

したがって、私は貴殿に対して、これらの要求を傾聴かつ勘酌し、８年以上にわたり続い

ているフィリピントヨタとＴＭＰＣＷＡ間の労働争議を真に誠意をもって解決する道をつ

けられるよう促すものです。 
 

もしも貴社が即時解決を図ることを再度怠るならば、労働者とトヨタ経営陣間の溝をより

一層拡大させ、世界の労働者が貴社の怠慢を糾弾し続けることになるでしょう。 
貴殿の決断を期待しています。 

 
敬具 

 


